
公告日 平成２７年１月１３日 

契約担当者 〒619－1295 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水 14－2 
和束町長 堀 忠雄 

工事番号 社整交道第２６－１号 
工事名 町道童仙房線門前橋上部工工事 
工事場所 相楽郡和束町大字 門前 地内 
工事期間 議会の議決の日の翌日から平成２７年９月３０日 

工事概要 延長 Ｌ＝３９ｍ 
桁製作工 １式、上部架設工 １橋 

入札参加資格要件 入札に参加するために必要な資格は、入札公告共通事項１ほか、次の用件を満

たすこと。 
(1)許可の種類     鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可 
(2)経営事項審査数値 鋼橋上部工事の総合評定値が 1,000 点以上の者である     

こと。 
(3)施工実績     国、地方公共団体、地方公社、地方独立行政法人又は公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12
年法律第 127 号)第 2 条第 1 項に規定する政令で定める法

人(以下｢国、地方公共団体等｣という。)が発注する工事で、

平成 10年度以降に完工した｢鋼橋上部工事｣の元請(共同企

業体として受注した場合にあっては、出資比率が 1 を出資

者数で除した割合の 60 ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上のものに限る。以下同

じ。)としての実績を有する者であること。 
(4)配置予定技術者  監理技術者又は主任技術者として、｢鋼構造物工事｣に係 

る監理技術者資格又は主任技術者資格を有すること。 
工事現場：専任 
工場製作のみの稼働期間：工場現場配置の技術者と同一で

ある必要はなく、専任すること

を要しない 
入札保証金 免除 
契約保証金 有り 共通事項 10 のとおり 
予定価格 税抜予定価格  ￥１１５，８０６，０００－ 
最低制限価格 設定有り 
低入札調査基準価格 設定有り 
前払金 有り(当初：契約金額の４０％以内、中間：契約金額の２０％以内) 
部分払 無し 
入札参加資格確認申

請書の提出書類 
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書 
(2) 一般競争入札参加資格確認資料 

その他 

入札公告共通事項のとおり 
和束町建設工事等一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登載されていない者

にあっては、事前に建設事業課に連絡のうえ、入札参加申請時に登録申請書類を

提出すること。(別記 1) 
 
入札手続等 
手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

入札参加資格確認申

請書等の配付期間 

平成 27 年 1 月 13 日(火) 午前 9 時から 
平成 27 年 1 月 21 日(水) 午後 4 時まで 
(ただし、正午から午後 1 時までは除く) 

共通事項２のとおり 

設計図書等の閲覧期

間 
平成 27 年 1 月 13 日(火) 午前 9 時から 
平成 27 年 1 月 22 日(木) 午後 3 時まで 共通事項２のとおり 

入札参加資格確認申

請書等の受付 
平成 27 年 1 月 20 日(火) 午前 9 時から午後 4 時まで 
平成 27 年 1 月 21 日(水) 午前 9 時から午後 4 時まで 共通事項３のとおり 



設計図書の販売 基本的に販売しない。(やむを得ない場合は担当課まで連

絡のこと) 共通事項２のとおり 

質問の受付 平成 27 年 1 月 28 日(水) 午後 4 時まで 共通事項５のとおり 
回答閲覧 平成 27 年 2 月 2 日(月) 午前 9 時から午後 4 時まで 共通事項５のとおり 
入札日時・場所 平成 27 年 2 月 4 日(水) 午前 10 時 00 分 

和束町商工会館研修室  

契約予定日 ７日以内 共通事項 11 のとおり 
※  和束町建設工事指名競争入札参加資格を有していない者にあっては、申請書受付は持参とする。 
 
別記１ 
 
１．申請できる者 

建設業法第 27 条の 23 の規定により、経営事項審査を受けた者で次の各号にいずれも該当しない者。 
○建設業法第 3 条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者。 
○成年被後見人、被保佐人及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者。 
○資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者。 
○和束町が発注した建設工事等に関係する債務を履行していない者。 

 
２．提出書類 

建設工事 
番号 提 出 書 類 備   考 

１ 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申

請書 
中央公共工事契約制度運用連絡協議会 
(以下、中央公契連という。)統一様式 用紙Ａ４ 

２ 代表者の身分証明書 申請者が個人の場合、本籍地の市区役所、町村役場で

証明を受ける(写し可) 

３ 商業登記事項証明書【商業登記簿謄本】 申請者が法人の場合(写し可) 

４ 税務署発行の納税証明書 

管轄の税務署で証明を受ける(写し可) 
税務署で、消費税及び地方消費税について未納の税額

のないことの証明を受けて下さい。 
○申請者が個人の場合は、(その３の２) 
｢申告所得税｣及び｢消費税及び地方消費税｣ 
○申請書が法人の場合は、(その３の３) 
｢法人税｣及び｢消費税及び地方消費税｣ 
○請求税目単位の場合は、(その３) 

５ 営業所一覧表 中央公契連統一様式 用紙Ａ４(写し可) 

６ 工事経歴書 任意様式 (Ａ４サイズ) 

７ 委任状 契約行為等を支社、支店等で行う場合 

 
 


